
輪
之

内
町

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
広

告
放

送
要

領
 

 
 

 
（

趣
旨

）
 

第
一

条
 

こ
の

要
領

は
、
株

式
会

社
ア

ミ
ッ

ク
ス

コ
ム

と
締

結
し

た
有

線
放

送
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
へ

の
文

字
放

送
業

務
に

関
す

る
協

定
書
（

平
成

二

十
三

年
四

月
一

日
）

に
基

づ
い

て
放

送
す

る
広

告
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

、
輪

之
内

町
広

告
掲

載
要

綱
（

平
成

二
十

一
年

告
示

第
六

十
九

号
。

以
下

「
要

綱
」

と
い

う
。
）

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
広

告
等

の
範

囲
）
 

第
二

条
 

広
告

を
放

送
で

き
る

者
、
広

告
の

内
容

及
び

広
告

の
デ

ザ
イ

ン
は

、
要

綱
第

三
条

及
び

第
四

条
の

規
定

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

 
（

広
告

の
規

格
）
 

第
三

条
 

放
送

す
る

広
告

の
規

格
（

一
画

面
）

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
一

 
静

止
画

像
 

 
二

 
音

声
 

２
 

前
項

に
定

め
る

広
告

の
規

格
の

放
送

時
間

は
、

三
十

秒
以

内
と

す
る

。
 

 
（

広
告

の
放

送
期

間
）
 

第
四

条
 

広
告

の
放

送
期

間
は

、
一

月
単

位
と

す
る

。
 

 
（

広
告

の
放

送
料

金
）
 

第
五

条
 

広
告

の
掲

載
料

金
は

、
一

画
面

に
つ

き
月

額
一

〇
、

〇
〇

〇
円

と
す

る
。
 

 
（

広
告

の
放

送
順

序
等

）
 

第
六

条
 

広
告

の
放

送
は

、
町

が
作

成
し

た
放

送
（

以
下

「
町

の
放

送
」

と
い

う
。
）

と
放

送
の

間
と

し
、

一
連

の
情

報
を

終
日

、
放

送
時

間
内

に
お

い
て

放
送

す
る

。
 

 
（

申
込

書
等

の
提

出
）
 

第
七

条
 

広
告

の
放

送
を

し
よ

う
と

す
る

者
（

以
下

「
申

込
者

」
と

い
う

。
）

は
、

放
送

し
よ

う
と

す
る

月
の

前
月

に
当

た
る

月
の

十
五

日
ま

で



に
、

輪
之

内
町

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
広

告
放

送
申

込
書

（
別

記
様

式
第

一
号

。
以

下
「

申
込

書
」

と
い

う
。
）

に
放

送
し

よ
う

と
す

る
広

告
（

デ

ジ
タ

ル
デ

ー
タ

）
を

添
え

て
町

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。
こ

の
場

合
、
同

じ
年

度
内

で
最

大
十

二
か

月
以

内
の

掲
載

計
画

が
あ

る
場

合
は

、

事
前

申
し

込
み

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
（

掲
載

の
決

定
等

）
 

第
八

条
 

町
長

は
、
前

条
の

申
込

書
の

提
出

が
あ

っ
た

と
き

は
、
要

綱
第

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
輪

之
内

町
広

告
審

査
委

員
会

の
審

査
を

経

て
、
掲

載
の

可
否

を
決

定
し

、
速

や
か

に
輪

之
内

町
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

広
告

放
送

許
可
（

不
許

可
）
通

知
書
（

別
記

様
式

第
二

号
）
に

よ
り

申

込
者

に
通

知
す

る
。
 

２
 

放
送

を
可

と
し

た
広

告
は

、
受

付
順

を
原

則
と

す
る

。
 
 

 
（

広
告

の
放

送
料

金
の

納
付

）
 

第
九

条
 

広
告

の
放

送
料

金
は

前
納

を
原

則
と

し
、

広
告

放
送

を
許

可
さ

れ
た

者
（

以
下

「
広

告
主

」
と

い
う

。
）

は
、

町
長

が
指

定
す

る
期

日

ま
で

に
町

が
発

行
す

る
納

入
通

知
書

に
よ

り
、

一
括

し
て

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
広

告
放

送
の

取
下

げ
）
 

第
十

条
 

広
告

主
は

、
広

告
放

送
の

決
定

後
に

お
い

て
も

、
自

己
の

都
合

に
よ

り
、

広
告

放
送

を
取

り
下

げ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

広
告

放
送

を
取

り
下

げ
よ

う
と

す
る

者
は

、
輪

之
内

町
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

広
告

放
送

取
下

げ
申

出
書
（

別
記

様
式

第
三

号
）
に

よ
り

町
長

に

申
し

出
る

も
の

と
す

る
。

 
 

（
広

告
放

送
の

取
消

し
）
 

第
十

一
条

 
町

長
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
広

告
放

送
を

取
り

消
す

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

 
一

 
広

告
の

放
送

料
金

が
指

定
期

日
ま

で
に

納
付

さ
れ

な
か

っ
た

と
き

。
 

 
二

 
要

綱
第

四
条

に
該

当
す

る
こ

と
と

な
っ

た
と

き
、

又
は

該
当

す
る

こ
と

が
判

明
し

た
と

き
。
 

 
三

 
前

二
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

町
長

が
適

当
で

な
い

と
認

め
た

と
き

。
 

（
広

告
放

送
料

金
の

返
還

）
 

第
十

二
条

 
前

二
条

の
規

定
に

よ
り

広
告

放
送

を
取

り
下

げ
、

又
は

取
り

消
し

た
場

合
は

、
既

納
の

広
告

放
送

料
金

は
、

返
還

し
な

い
。
 

２
 

機
器

の
保

守
又

は
工

事
を

行
う

理
由

で
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

を
一

時
停

止
し

た
場

合
は

、
既

納
の

広
告

放
送

料
金

は
、

返
還

し
な

い
。
 



３
 

災
害

そ
の

他
町

の
都

合
に

よ
り

広
告

放
送

を
中

止
し

た
場

合
は

、
納

付
さ

れ
た

広
告

放
送

料
金

の
う

ち
放

送
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

月

数
に

応
じ

た
金

額
を

還
付

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
（

広
告

主
の

責
任

）
 

第
十

三
条

 
広

告
主

は
、

広
告

の
内

容
に

関
す

る
す

べ
て

の
責

任
を

負
う

も
の

と
す

る
。
 

２
 

広
告

主
は

、
広

告
放

送
に

関
連

し
て

第
三

者
に

損
害

を
与

え
た

場
合

は
、
広

告
主

の
責

任
及

び
負

担
に

お
い

て
解

決
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

３
 

広
告

主
は

、
広

告
放

送
の

権
利

を
譲

渡
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

４
 

広
告

の
手

続
に

係
る

経
費

は
、

広
告

主
の

負
担

と
す

る
。
 

 
（

広
告

内
容

の
調
整

）
 

第
十

四
条

 
放

送
で

き
る

広
告

は
、
要

綱
第

三
条

の
定

め
に

よ
る

ほ
か

、
輪

之
内

町
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

の
イ
メ

ー
ジ

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
よ

う

広
告

主
と
調
整

し
た

内
容

又
は

デ
ザ

イ
ン

と
す

る
。
 

２
 

広
告

原
稿

に
イ
ラ

ス
ト

、
写
真

、
ロ
ゴ

ま
た

は
楽
曲

な
ど

を
使
用

す
る

場
合

は
、

広
告

主
に

お
い

て
著

作
権

又
は
肖

像
権

の
確

認
を

行
い

、

著
作

権
料

等
が

発
生

す
る

場
合

は
、

広
告

主
の

負
担

と
す

る
。
 

 
（

町
の

放
送

と
の
区

別
）
 

第
十

五
条

 
視
聴

者
が

、
町

の
放

送
の

一
部

で
あ

る
か

の
よ

う
に
混

同
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
表
現

又
は

町
の

事
業

で
あ

る
と
錯
誤

す
る

お
そ

れ
の

あ
る
表
現

を
禁

止
す

る
。

ま
た

、
放

送
原
稿

に
有

料
広

告
で

あ
る

旨
の
表

示
を

す
る

も
の

と
す

る
。
 

（
色
調

）
 

第
十

六
条

 
文

字
色

と
背
景
色

の
コ

ン
ト
ラ

ス
ト
（

明
度
差

）
は

十
分

に
と

り
、
背
景

に
模

様
の

あ
る

画
像

又
は
写
真

な
ど

を
使
用

す
る

場
合

は

文
字

の
周

り
を
縁

取
る

な
ど

し
て

、
文

字
を
読

み
や

す
く

す
る

よ
う

に
配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
解

像
度

）
 

第
十

七
条

 
文

字
又

は
イ
ラ

ス
ト

等
の

解
像

度
に

つ
い

て
は

適
正

な
処

理
を

行
い

、
鮮

明
に
見

え
る

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
（

委
任

）
 

第
十

八
条

 
こ

の
要

領
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
町

長
が

別
に

定
め

る
。

 
 

 
 



 
 

 
附

 
則
 

こ
の

要
領

は
、
公
布

の
日

か
ら
施

行
す

る
。
 


